
報告第１９号 
平成３０年度ふじみ野市公営企業別資金不足比率の報告について 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２条第１項の規定により、平成３０年度ふじ

み野市公営企業別資金不足比率を監査委員の意見を付けて、別紙のとおり報告する。   令和元年８月３０日提出  
ふじみ野市長 高 畑   博        



別紙 

平成３０年度ふじみ野市公営企業別資金不足比率表 

 

特別会計の名称 資金不足比率（％） 備     考 

ふじみ野市水道事業会計 － 1,514,702 千円 

ふじみ野市下水道事業会計 － 1,193,605 千円 

備考 

１ 資金不足比率が算定されない場合は、「－」を記載している。 

２ 「備考」欄は、資金不足比率の算定に用いた事業の規模を記載している。 



○写  

                         ふ 監 第 ２ ３ ４ 号 

                         令 和 元 年 ８ 月 ２ 日 

 

 

 ふじみ野市長 高 畑   博 様 

 

 

              ふじみ野市監査委員 竹 松 紘一郎 

 

 

              ふじみ野市監査委員 大 築   守 

 

 

   平成３０年度ふじみ野市公営企業別資金不足比率の審査意見について 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、審査

に付された平成３０年度ふじみ野市公営企業の資金不足比率及びその算定の基礎

となる事項を記載した書類について審査をしたので、次のとおり意見書を提出し

ます。 



平成３０年度ふじみ野市公営企業別資金不足比率審査意見書 

 

 

１ 審査の対象 

  各公営企業に係る資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した 

 書類 

 

２ 審査の場所 

本庁舎２階Ａ２０２会議室 

 

３ 審査の期間 

  令和元年７月１９日から令和元年７月３１日まで 

 

４ 審査の概要 

  市長から審査に付された各公営企業の資金不足比率及びその算定の基礎と 

 なる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施 

 した。 

 

５ 審査の結果 

  審査に付された下記の各公営企業の資金不足比率及びその算定の基礎となる

事項を記載した書類は、いずれも適正に作成され正確であると認められた。 

  

記 

                             （単位：％） 

 
公営企業の区分 

平 成 ３ ０ 年 度 

資 金 不 足 比 率 

平 成 ２ ９ 年 度 

資 金 不 足 比 率 

経営健全化 

基 準 

１ 水 道 事 業 会 計 － － 
２０．０ 

２ 下 水 道 事 業 会 計 － － 

（注）１ 資金不足比率は、算定されないため「－」と表示する。 


